
公立鳥取環境大学及び公立鳥取環境大学大学院特別聴講学生規程 

平成２４年４月１日 

鳥取環境大学規程第８３号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公立鳥取環境大学学則（以下「学則」という。）第５５条及び公立鳥取環

境大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第３３条の規定に基づき、公立鳥取環境大

学（以下「本学」という。）及び公立鳥取環境大学大学院（以下「本大学院」という。）の特

別聴講学生に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（入学の時期） 

第２条 入学の時期は、学則第１８条又は大学院学則第１８条の規定にかかわらず、本学と他の

大学又は短期大学とのༀ



第１０条 特別聴講学生については、この規程に定めるもののほか、学則及び大学院学則その他

学生に関する規程を準用する。 

 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第３２号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２８年規程第２８号） 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 ２ 環境情報学研究科に関することについては、この規程に関わらず、なお従前の例による。 

 

附 則（平成２８年規程第４５号） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和７年規程第２号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 


